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安曇野市教育委員会８月定例会会議録 

 

日時；平成２６年８月２８日（木）午後２時半 

場所；豊科支所 第２会議室 

 

出席者 

教育委員：委員長 唐木博夫、職務代理者 宮澤豊弘、委員 内田洋子、教育長 望月正勝 

事務局 ：教育部長 北條英明、学校教育課長 古幡彰、生涯学習課長 蓮井昭夫、文化課長

那須野雅好、図書館交流課長 赤羽篤 

書記  ：学校教育課総務係長 水谷一郎、教育総務係 宮下果奈 

 

◎開 会 

教育部長 どうもお疲れ様でございます。 

それではただいまから、安曇野市教育委員会の８月定例会を開会いたします。 

 ─────────────────────────────────────────────────  

 

◎教育委員長挨拶 

教育部長 唐木委員長からご挨拶をお願いいたします。 

委員長 [委員長あいさつ] 

  さて、今日の定例会の進め方でありますが、こんなふうにお願いできたらと思います。公

開、非公開のものがありますので、前半に協議議案第１号 安曇野市社会教育委員の欠員に

伴う新規委員の委嘱について、それから第２号の共催・後援依頼について、それから報告事

項の後援依頼の教育長専決分の報告について、そして学校教育課報告、生涯学習課報告、文

化課報告、図書館交流課報告、ここまでを前半に扱いまして、休憩をとりたいと思います。

後半は、協議議案第３号、第４号、第５号、それから生涯学習課報告、平成26年度児童生徒

の区域外通学者、教育長報告については非公開ということで扱っていきたいと思います。 

  そしてもう一つお願いでありますが、６月、７月の定例会の会議録が配られていると思い

ますので、発言の趣旨等で直すところがありましたら事務局へご指摘いただきたいと思いま

す。 

  本日、５時を目途に会を進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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  私からは以上であります。 

 ─────────────────────────────────────────────────  

 

  ◎協議議案 

教育部長 それでは、委員長から３の協議議案をお願いしたいと思います。 

委員長 それでは、協議に入りたいと思います。 

 

◎協議議案第１号 安曇野市社会教育委員の欠員に伴う新規委員の委嘱について 

議案説明 生涯学習課長 

議案要旨 社会教育委員の一人から退任願の届け出があったため、新規委員の委嘱について、

資料により説明。 

委員長 この件について、ご意見等ありますでしょうか。 

（発言の声なし） 

委員長 では、生涯学習課から説明があったように、新規の委員として小穴廣光氏を認めてい

くということでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

委員長 では、お願いいたします。 

 ─────────────────────────────────────────────────  

 

◎協議議案第２号 共催・後援依頼について 

学校教育課長・生涯学習課長・文化課長 [資料説明] 

・学校教育課分 

No.14 新しい進路のカタチ【通信制高校・サポート校】学校相談会in松本 

                          株式会社市民タイムスから後援申請 

・生涯学習課分 

No.90 信州ブレイブウォリアーズJr.ユース 株式会社信州スポーツスピリットから後援申請 

No.97 第12回長野県早起き野球一番鶏安曇野大会 

   長野県早起き野球一番鶏の会から後援申請 

No.98 松本山雅FC公式戦パブリック・ビューイング  山雅後援会安曇野支部から後援申請 

No.101 第33回長野県少年サッカー選手権大会   アルフット安曇野ジュニアから後援申請 
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No.112 空と大地の祭典（アースデイ信州）    空と大地の祭典実行委員会から後援申請 

・文化課分 

No.39 ひつじのカンパニー「キナコちゃんとダンス」  あずみ野子ども劇場から後援申請 

No.45 2014年コンサートシリーズ「fun！」～いま動き出す、音～ 

ムージカ・エマセネポーから後援申請 

No.46 クリスマスジョイントコンサート 讃美歌をうたう会 松本ハンドベル同好会 

                           讃美歌をうたう会から後援申請 

No.48 松本ピアノフェスティバル             松本ピアノ協会から後援申請 

No.50 第22回定期コンサート  ニュー・スリー・シャープス・オーケストラから後援申請 

No.51 彫刻家基俊太郎－memories of you－展   公益財団法人碌山美術館から後援申請 

No.52 安曇野市美術館博物館連携事業 

安曇野市美術館博物館連携事業実行委員会から共催申請 

No.53 安曇野市に祭り囃子の音色を残そう 安曇野市の自然と文化を考える会から後援申請 

No.54 講演会                      三郷郷土研究会から後援申請 

No.55 安曇野さんぽ市                安曇野案内人倶楽部から後援申請 

No.56 穂高美術協会展                   穂高美術協会から後援申請 

   [後援申請16件、共催申請1件について審査] 

   全て異議なく承認された。 

 

 ─────────────────────────────────────────────────  

 

◎報告事項 

（１）後援依頼の教育長専決分の報告について 

委員長 では、教育長専決分の報告についてお願いいたします。 

学校教育課長・生涯学習課長・文化課長 [資料読み上げ] 

委員長 ３課について、過去承認されていて、基準にも合致しているということでありますが、

よろしいでしょうか。 

（「いいです」の声あり） 

委員長 では、可ということでお願いいたします。 

  以上、後援・共催についてでありますが、全体を通して何かありますか。 
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  はい、どうぞ。 

教育長 先日、明科でやった薪能を見せてもらいました。今年は24回目ということで非常に長

くやられてきて、安曇野市の一つの大事な文化活動なのですが、主催者に非常にご苦労いた

だいていて、結果的には800人ということで成功しました。私たちはこの共催・後援を通し

て、教育委員から近くに広めていくというようなこともぜひやれたらいいなと思いました。

そんなことを一言だけ申し上げます。 

委員長 後援・共催していくわけでありますので、教育委員としてもいろいろな形でかかわっ

ていく、広めていくということでご意見いただきました。大事にしていただくように思いま

すが、よろしくお願いいたします。 

  他はどうでしょうか。よろしいですか。 

  それでは、次の議題に入りたいと思います。 

 

（２）学校教育課報告 

委員長 学校教育課報告、お願いいたします。 

学校教育課長 [資料読み上げ] 

委員長 海外ホームステイ事業、今年度から始まったわけですが、この件について報告があり

ました。ご質問等ありますでしょうか。 

  どうぞ。 

宮澤委員 宮澤です。 

  応募の締め切りで54名あったということから見ますと、予算の関係だと思いますが、それ

だけ人気があるものなら、もう少し多い人数が参加できないでしょうか。様子を見てからで

結構ですが、今後もう少し増やせないでしょうか。募集の時もそんなことを心配しました。

12名は旧町村時代くらいの人数じゃないでしょうか。市の規模になりますと、多くの学校に

なりますので、もう少し枠を広めた中で今後こういうものをやっていただいたほうがいいの

ではないですか。選考にも多分苦労するはずです。そんなことを思いましたので、意見とし

て申し上げておきたいと思います。 

  以上です。 

学校教育課長 学校教育課、古幡です。 

  委員がおっしゃられたとおり、私どももふたを開けてみたら54名ということで、非常に多

くの応募をいただきました。この中で12名ということで、実は事務局の中でも、もう少し参
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加できないかというような考えもありましたが、やはり予算の関係もあるということです。

これはまた２年、３年と続けていく中で、今回のことは次年度に向けての課題と受けとめて、

今年度は12名でいきたいという考えでございます。 

  以上です。 

委員長 他にこの件に関してありますでしょうか。 

  少し教えていただいていいですか。応募された方々の応募の動機などをもしも掴んでいた

ら教えていただきたいことと、これは２年、３年と継続事業として考えているかどうかとい

うことも含めてお話しいただければと思います。 

学校教育課長 学校教育課、古幡です。 

  まず、私もこの選考の中の面接官ということで参加いたしました。その際、作文を応募者

全員に出させました。その中で一番多いのは、やはり将来の自分を見据えてとか、私が中学

生の頃など考えられなかったような、社会人になってからどんな仕事に就きたいとか、本当

に世界に羽ばたきたいというような高い志を持ったお子さんがたでした。ですので、本当に

選考に甲乙つけがたいような状況でした。それは事実でございます。 

  ですので、これは単年度ということでなくて、やはり継続して行っていくべき事業だと思

っておりますし、市長の考えもそのようなことだと私は承知しております。 

  以上です。 

委員長 ありがとうございました。 

  先ほど宮澤委員からご指摘もありましたので、ぜひ拡大というようなことも含めて、今後

検討していただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 

 

（３）生涯学習課報告（公開分） 

委員長 続いて、生涯学習課報告、お願いいたします。 

生涯学習課長 [資料読み上げ] 

委員長 ありがとうございました。 

  それでは、生涯学習課の事業進捗状況の報告がありましたが、これに関してご意見、ご質

問等ありましたらお願いします。 

（発言の声なし） 

委員長 よろしいでしょうか。 

  ありがとうございました。 
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（４）文化課報告 

委員長 続いて、文化課報告お願いいたします。 

文化課長 [資料読み上げ] 

委員長 ありがとうございました。 

  文化課の報告についてご意見、ご質問等お願いいたします。 

（発言の声なし） 

委員長 私から少し質問よろしいでしょうか。 

  24回の薪能のところでありますが、入場者数が先ほど教育長から800人というようなお話

でしたが、大体800人という人数でよろしいわけですか。 

文化課長 文化課、那須野です。 

  一応マスコミのほうには、先ほど申しました795人という数字を出しましたが、新聞社の

ほうでは800人というふうに切り上げて発表したというものです。 

委員長 それから、同じ薪能のところでありますが、他に見落としがあったら申し訳ありませ

ん。この欄のところにのみ、次年度に向けての検討というのが実行委員会のところに書かれ

ておりますが、これは何か意味があるのでしょうか。 

文化課長 文化課、那須野です。 

  来年が薪能開催25周年になるということ、それから合併10周年であるということなどで、

記念事業的な形を考えなければいけないということがまず一点あります。もう一点は、25回、

四半世紀近くやっている中で、なかなかチケットが売れないという状況になってきていると

いうことです。また、運営母体の高齢化、それから能を演じていただく方々も、人間国宝の

方をはじめ高齢化が進んでいるというような現状があるというふうに聞いております。これ

らを総合して、25回というのを一つの契機に、今後どういうふうにしていくかということを

検討する時期に来ているという認識でおるということであります。 

委員長 ありがとうございました。 

  他にご意見、ご質問等お願いいたします。 

（発言の声なし） 

委員長 よろしいでしょうか。 

  報告ありがとうございました。 
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（５）図書館交流課報告 

委員長 では、続いて図書館交流課お願いいたします。 

図書館交流課長 [資料読み上げ] 

委員長 ありがとうございました。 

  前回のことについても報告をいただきました。 

  図書館交流課についてご質問、ご意見、お願いいたします。 

（発言の声なし） 

委員長 よろしいでしょうか。 

  ありがとうございました。 

  それでは、以上で前半を終わりにしたいと思います。 

  ここで10分ほど休憩をとりまして、後半は非公開の部分に入りたいと思います。 

  ３時半まで休憩ということにしたいと思います。 

（休 憩） 

委員長 それでは、再開をお願いいたします。 

（以下、非公開会議） 

 

 ─────────────────────────────────────────────────  

◎協議議案第３号 安曇野市公式スポーツ施設整備計画の策定について 

◎協議議案第４号 安曇野市新市立博物館構想の策定について 

◎協議議案第５号 美術作品の寄付採納について 

◎報告事項 

（３）生涯学習課報告（非公開分） 

（６）平成２６年度児童生徒の区域外通学者について 

（７）教育長報告 

─────────────────────────────────────────────────  

（以後、公開） 

 

（８）その他 

委員長 それでは、以上で予定されていたものは終わりました。最近の新聞紙上における教育

委員会の関連記事でありますが、これはまたお読みいただきたいと思います。 
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  次回の日程でありますが、事務局から議会の関係で９月26日金曜日はどうかと提案があり

ますが、いかがでしょうか。９月26日、金曜日、13時30分からです。 

（「大丈夫です」の声あり） 

委員長 よろしいですか。では、事務局での計画でお願いしたいと思います。 

  それでは、これでお返しいたします。 

教育部長 ありがとうございました。 

  それでは最後に、今日お配りした「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改

正する法律」のＡ３の両面刷りでございます。既にご存じの部分かと思いますが、基本的な

部分というようなことの中でご確認をしておいていただければと思います。 

  実は先ほど冒頭で委員長の挨拶にございましたように、総合教育会議ということで、市長

部局側がそういうものを設置するということの中で、塩尻の教育センターで、教育委員会部

局と市長部局の職員向けの県の説明会が９月８日の午後、行われるようになってございます。

そこで来年４月からの新制度に向けての質疑応答や情報等がいろいろ出てこようかと思いま

すので、次回の定例教育委員会ではまたその辺の情報等もお示しをしていきたいと思います。

いずれにしても来年４月以降には総合教育会議の設置が義務づけられるわけでございますの

で、市長部局側といろいろな調整がこれからも出てまいります。その都度教育委員会で情報

提供し、委員の皆様からのご意見を賜ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

 ─────────────────────────────────────────────────  

 

◎閉 会 

教育部長 どうもありがとうございました。それでは、以上をもちまして８月定例会を閉会と

させていただきます。 

  どうもお疲れさまでございました。 


